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三 

 
衆
議
院
議
員
村
上
弘
君
提
出
「
国
際
文
化
公
園
都
市
」
構
想
に
つ
い
て
の
国
の
施
策
に
関
す
る
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

一
の

1
、

2
、

4
、

6
及
び

7
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
構
想
は
、
大
阪
府
が
中
心
と
な
つ
て
検
討
を
進
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
総
事
業 

費
、
開
発
主
体
、
公
共
施
設
整
備
、
交
通
計
画
、
住
宅
供
給
等
を
含
め
具
体
的
な
計
画
は
定
ま
つ
て
い
な
い
と

聞
い
て
い
る
。 

一
の

3
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
計
画
は
定
ま
つ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
が
、
今
後
、
具
体
的
な

計
画
の
策
定
と
並
行
し
て
関
係
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
中
・
長
期
の
財
政
見
通
し
の
検
討
が
行
わ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。 



一
の

5
に
つ
い
て 

二
の

2
に
つ
い
て 

二
の

1
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
計
画
は
定
ま
つ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
が
、
一
般
に
、
大
規
模

な
開
発
を
行
う
場
合
に
は
、
環
境
影
響
評
価
の
実
施
等
に
よ
り
公
害
の
防
止
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
つ
い
て

の
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

御
指
摘
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
策
定
・
具
体
化
に
当
た
つ
て
、
鳥
類
の
保
護
等
自
然
環
境
の
保
全
に

つ
い
て
も
、
大
阪
府
等
に
お
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
が
御
指
摘
の
よ
う
な
構
想
の
事
業
化
の
可
能
性
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
同
公

団
の
通
常
の
業
務
と
し
て
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

御
指
摘
の
構
想
に
係
る
都
市
計
画
決
定
及
び
事
業
着
工
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

四 

 



四
の

3
に
つ
い
て 

四
の

1
及
び

2
に
つ
い
て 

三
の

2
及
び

3
に
つ
い
て 

三
の

1
に
つ
い
て 

本
件
土
地
取
引
は
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
基
づ
く
所
要
の
手
続
を
経
て

行
わ
れ
て
お
り
、
適
法
な
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
に
基
づ
い
て
宅

地
建
物
取
引
業
者
が
遵
守
す
べ
き
義
務
に
違
反
す
る
事
実
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。 

ま
た
、
御
指
摘
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
事
業
手
法
、
開
発
主
体
等
を
含
め
具
体
的
な
計
画
は
定
ま
つ
て
い
な

い
と
聞
い
て
い
る
。 

御
指
摘
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
計
画
は
定
ま
つ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



 

六 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
は
、
試
験
研
究
機
関
が
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
指
針
（
昭
和
五
十
四
年
八
月
二
十
七
日
内

閣
総
理
大
臣
決
定
。
以
下
「
実
験
指
針
」
と
い
う
。
）
を
自
主
的
に
遵
守
し
つ
つ
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

四
の

4
の
①
に
つ
い
て 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
は
、
実
験
指
針
に
基
づ
き
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
バ
イ
オ

ハ
ザ
ー
ド
が
起
こ
つ
た
例
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

四
の

4
の
②
及
び

5
か
ら

7
ま
で
に
つ
い
て 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
実
験
は
、
実
験
指
針
に
基
づ
き
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
行
わ
れ
て
お
り
、
実
験
内
容
に
応
じ

て
、
必
要
な
実
験
施
設
を
使
用
す
る
等
実
験
指
針
の
遵
守
に
よ
り
、
安
全
は
十
分
に
確
保
さ
れ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。 




